
人権研修について

大津地方法務局及び滋賀県人権擁護委員連合会では、様々な人権問題解決に

向けて、法務局職員又は法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員を研修講師と

して派遣しています。

皆さんも、人権尊重の重要性について一緒に考えてみませんか。

●テーマ

下記の一覧から、希望するテーマをお選び下さい。

講演時間は６０分程度です。

※時間は御希望により調整可能です。

※テーマによっては、啓発用ＤＶＤを視聴します。

＜講座一覧＞

１ 人権一般 ６ 外国人の人権

２ こどもの人権 ７ 各種ハラスメント

３ 高齢者の人権 ８ 性的マイノリティ

４ 障害のある人の人権 ９ インターネットによる人権侵害

５ 部落差別（同和問題） 10 ビジネスと人権

※ 上記のテーマ以外を御希望の場合は人権研修講師派遣申込書へ御記入く

ださい。

●講師

法務局職員又は人権擁護委員を派遣いたします。

※講師の派遣は無料です。

●対象者

滋賀県内に在住・在勤又は在学する、おおむね１０人以上が参加予定の企業、

人 権 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー
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団体又は学校が対象です。ただし、営利を目的として主催される場合は対象外

とさせていただきます。  
 
●会場・日時  

会場は、申込者で御用意願います。  
日程は、原則として平日の午前９時から午後５時までの時間帯でお願いしま

す。  
様式１（人権研修講師派遣申込書）に記載された御希望をもとに、日程調整

をさせていただきます。ただし、業務の都合により御希望に沿えない場合もあ

りますので、あらかじめ御了承願います。  
また、啓発用ＤＶＤを視聴する場合は、申込者側で機材を御準備願います。  

 
●申し込みについて  

原則、実施希望日の２か月前までに、様式１（人権研修講師派遣申込書）で

お申し込み下さい。  
 
●その他  

研修実施後２週間以内に、様式２（人権研修受講報告書）を大津地方法務局

人権擁護課まで提出してください。  
研修等で使用する啓発用ＤＶＤの貸出しも行っていますので、御希望の場合

はお気軽にお問合せください（人権ビデオライブラリーはこちら。）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
●様式のダウンロードはこちらです。  

様式１（人権研修講師派遣申込書）Ｗｏｒｄ形式  
様式１（人権研修講師派遣申込書）ＰＤＦ形式  
様式２（人権研修受講報告書）Ｗｏｒｄ形式  
様式２（人権研修受講報告書）ＰＤＦ形式  

 

［お申し込み・お問合せ先］  
大津地方法務局人権擁護課  
〒５２０－８５１６  
大津市京町３丁目１番１号  
ＴＥＬ：０７７－５２２－４６７３  

https://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/keihatsu#%24m.href
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